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無人自動運転サービスの実現に向けた計画策定等支援業務仕様書 

 
1. 業務目的 

少子高齢化、人口減少が進むなか、旅客や貨物の輸送ではドライバーの高

齢化・人手不足が深刻化し、今後、運転士不足はさらなる影響を及ぼすと見

込まれており、移動サービスの提供が困難となる地域の増加が懸念されてい

る。 

一方で、政府においては、多様な車両を用いたレベル４無人自動運転サー

ビスを 2025 年度までに 50カ所以上、2027年度までに 100カ所以上実現する

とともに、多様なサービスに展開できる事業モデルやインフラ・制度を構築

するというマイルストーンを定め、無人自動運転サービスの実現に向けたス

テップが着実に進展している。 

こうした状況を踏まえ、将来的に無人自動運転サービスが本県における持

続的な地域公共交通ネットワークの構築に資する移動サービスの一つとして

の活用が図られるよう、本県での無人自動運転サービスの実現に向けた社会

実験等の取組を実施していくために必要な令和７年度～９年度の３カ年を対

象期間とした推進計画の策定や推進体制の構築等を行う。 

 

2. 業務内容 

本業務では、本県での無人自動運転サービスの実現に向けた社会実験等の取

組を実施していくために必要な推進計画の策定を支援するとともに、当該計画に

基づく推進体制の構築支援や国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金（自動

運転社会実装推進事業）（以下、「国実証調査事業」という。）等の応募に向けた

準備を行う。 

 

(１) 推進計画の策定支援 

令和７年度から令和９年度の３カ年において、長崎県として県内にお

ける無人自動運転サービスの実現に向けた取り組み方針や導入モデル等

の必要な事項を整理した推進計画について、策定支援を行う。 

 

① 先行事例の調査 

すでに無人自動運転サービスの実験を行っている他自治体等における

実験目的、内容、結果等について本県での実施時に参考となる先行事

例の調査を行う。 
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② 先行事例の分析 

他自治体の事例について①で調査した内容を整理するとともに、検証

内容については、技術面（様々な道路条件における技術的検証）、社

会的受容面（住民の無人自動運転サービスの受入検証）、経営面（交

通事業者の公共交通への受入検証）等、どのような観点で実施し、そ

の結果どのようなアウトプットが得られ、今後本県において、どのよ

うに無人自動運転サービス導入を進めるのか、他自治体等から得た情

報を詳細に分析する。 

 

③ 実証フィールド選定 

県内各地（都市部、郊外部、観光地等）の移動に関する様々な課題に

対して、無人自動運転サービスよる解決を模索するために必要な基礎

調査として、受注者が提案した実験候補地を基に、県と協議のうえ選

定した地域について、潜在的な課題を洗い出すため、現地調査を行い

地域特性や道路条件、交通状況を確認する。 

上記調査を踏まえ、県内の地域特性（都市部、郊外部、観光地等）に

応じた県内普及モデルのパターンを提案し、県と協議のうえ無人自動

運転サービスの実証実験を行うフィールドを選定する。 

 

④ 導入内容・方針整理 

選定したフィールドに関係する基礎自治体及び交通事業者等と協議の

うえ走行ルート等を選定し、必要性、実現可能性、実験着手までのハ

ードル、実験時に想定されるトラブルとその解決手段、及びその他必

要な事項等を整理し、資金計画を含めた無人自動運転サービスの実現

に向けたロードマップを作成する。 

 

⑤ 事業モデル案作成 

将来的な基礎自治体、交通事業者における無人自動運転サービスの実

装を行うため、収益性を高める手段等を洗い出し、事業モデル案を作

成する。 

 

(２) 推進計画に係るフォローアップ手法の検討 

（１）で検討した導入内容・方針、事業モデル案等について、適切な計画

のフォローアップを行うため、以下に示す項目について分析・整理を行う。 
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① 検証項目設定 

技術面、社会受容性面、経営面の各観点において検証が必要な事項を

洗い出し、整理する。 

 

② 検証方法設定 

①にて作成した検証項目ごとに、有効な検証方法を設定する。 

 

③ 目標値設定 

②にて策定した検証方法ごとに、検証時における目標指標を設定す

る。 

 

④ 検証計画作成 

①から③にて策定・設定した内容を踏まえた検証計画を作成する。 

 

(３) 推進体制の構築支援 

本県における無人自動運転サービスの実現に係る取組を推進するため

の官民組織（以下、「協議会」という。）の立ち上げ及び国実証調査事業

実施に向けた体制づくり、有識者による検討体制づくり等、以下に示す

項目について調整を行う。 

 

① 事業推進体制構築支援 

レベル４無人自動運転サービスの社会実装を推進するための協議会メ

ンバーを選定し、協議会への参画に向けた各種調整を行い、協議会を

立ち上げる。 

 

② 実証実施体制構築支援 

長崎県が令和 7年度から予定しているレベル４無人自動運転サービス

の社会実験等の実施に向け、国実証調査事業への応募に必要となる基

礎自治体、交通事業者を含めた国実証調査事業の実施体制を構築す

る。 

 

③ 有識者による検討体制の構築支援 

（１）で策定する推進計画や今後の自動運転に係る取組について、有

識者による助言等を行う体制を構築する。 

併せて、本検討体制における資料作成、調整等を行う。 
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(４) 国実証調査事業提案書（案）の作成 

長崎県が令和 7年度から予定しているレベル４無人自動運転サービス

の社会実験等の実施に向け、実験箇所、実験車両の仕様及び費用、採

用する自動運転技術、ルート設定（自動及び手動運転区間の分け）、

運行本数、スケジュール等を整理した、国実証調査事業に対する提案

書（案）を作成する。 

 

3. 特記事項 

本業務を履行するにあたっては、次の事項を遵守すること。 

 

(１) 疑義の解決 

業務仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、速やかに発注者

に報告を行い、双方で協議を行ったうえで、発注者の指示に従い業務を遂

行するものとする。 

また、疑義の内容及び協議・指示事項について、受託者は全て記録に残

し、記録の内容について発注者の了解を得るものとする。 

 

(２) 守秘義務 

受託者は、業務上知り得た情報を、発注者の承認を得ずに他へ漏らして

はならない。 

受託者は、別記「個人情報及び業務情報の取り扱いに関する特記事項」

を遵守しなければならない。 

 

(３) 業務の完了 

業務については、成果品納品書と共に成果品を提出し、発注者の完了

検査を受け、検査合格により完了とする。検査不合格の場合は、直ちに

改造、補強、補正等の必要な措置を講じなければならない。 

なお、業務完了後といえども、成果品に誤りが発見された場合は、発

注者の指示に従い、受託者は責任をもって再検査し、直ちにその誤りに

対して必要な措置を講じなければならないものとする。 

 

4. その他業務に必要な資料 

発注者は、業務を実施するにあたって必要な資料を受託者へ貸与する。受

託者は貸与された資料の取り扱い及び保管を慎重に行い、業務上必要であっ

ても発注者の承諾なく複製してはならない。この場合の承諾は書面により行

う。なお、業務終了後は速やかに返却しなければならない。 
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5. 打合せ協議 

業務着手時、中間時５回、最終納品時の計７回の打合せ協議を行う。 

 

6. 報告書及び求める成果品 

(１) 報告書詳細版（Ａ４判） 40部 

(２) 報告書概要版（Ａ４判） 40部 

(３) 上記すべてにかかる電子データ一式 

※ 数値データ等は、報告書と別に Excel 形式など編集可能なデータ形式でも

納めること。 

(４) 調査、分析等において作成した地図データ 

※ 地図データは、Shape 形式など汎用性の高いデータ形式で納めること。 

 

7. 履行期間 

契約締結の日から令和７年（2025 年）２月 28日（金）まで 

 

8. 予算額 

10,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 



別記 

個人情報取扱特記事項 

 

 （基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「法」

という。）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認

識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのない

よう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

 （適正な取得） 

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を

達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

 （適正管理） 

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び

き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（事業所内からの個人情報の持出しの禁止） 

第５ 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得

た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。 

 

 （目的外利用及び提供の禁止） 

第６ 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、

契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

 （複写又は複製の禁止） 

第７ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受け

た個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

 

 （再委託の禁止） 

第８ 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務について

は、自ら行うものとし、第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第1

項第3号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。以下同じ。）に委託してはなら

ない。 

２ 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合

は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第



三者に講じさせなければならない。 

３ 乙は、再委託先の第１項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再

委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 

４ 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求め

に応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 

 

 （資料等の返還） 

第９ 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 

 

 （業務に従事している者への周知） 

第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において

も、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的

以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し

なければならない。 

 

（管理体制） 

第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部

における管理体制を確保しなければならない。ただし、この契約により取扱う個人情報

が特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定個

人情報をいう。）に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその

管理責任者（以下「従事者等」という。）を特定し、その管理及び実施体制について、

甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になっ

た場合も同様とする。 

 

（従事者等に対する教育） 

第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければな

らない。 

 

（特記事項の遵守状況の報告） 

第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随

時又は定期的に報告しなければならない。 

 

 （調査） 

第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況に

ついて、随時調査することができる。 

 

  



（事故報告） 

第 15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及びき損等この契約に違反する事態が生じ、又は生

じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとす

る。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（派遣労働者の利用時の措置） 

第 16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、

この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

 

 （個人情報の取扱いに関する罰則） 

第17 法に規定される個人情報の取扱いに関する罰則は、以下のとおりである。 

 (1) 業務に従事している者又は従事していた者に対する刑罰 

①正当な理由がないのに、個人の秘密

に属する事項が記録された法第60条第

２項第１号に係る個人情報ファイル

（その全部又は一部を複製し、又は加

工したものを含む。）を提供したとき 

２年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 

（法第 176条） 

 

 

②その業務に関して知り得た保有個人

情報を自己若しくは第三者の不正な利

益を図る目的で提供し、又は盗用した

とき 

１年以下の懲役又は50万円以下の罰金 

（法第180条） 

 

 (2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰 

    この契約による業務に従事している者又は従事していた者が行った(1)の②の行

為については、法第179条の規定に該当する場合においては、乙（法第184条第１項

の法人又は人をいう。）に対しても、１億円以下の罰金刑が科せられる。 

 

 （特定個人情報の取扱いに関する罰則） 

第 18 特定個人情報の取扱いに関する番号法第９章に規定される罰則のうち、この契約に

よる業務に関するものは、以下のとおりである。 

(1) 個人番号利用事務（番号法第２条第 10項に規定する個人番号利用事務をいう。以下

同じ。）又は個人番号関係事務（番号法第２条第 11項に規定する個人番号関係事務

をいう。以下同じ。）に従事する者又は従事していた者に対する刑罰 

①正当な理由がないのに、その業務に

関して取り扱った個人の秘密に属する

事項が記録された特定個人情報ファイ

ル（その全部又は一部を複製し、又は

加工した特定個人情報ファイルを含

む。）を提供したとき 

４年以下の懲役若しくは200万円以下の罰

金又はこれらの併科 



②業務に関して知り得た個人番号を自

己若しくは第三者の不正な利益を図る

目的で提供し、又は盗用したとき 

３年以下の懲役若しくは150万円以下の罰

金又はこれらの併科 

(2) (1)の行為についての受託者に対する刑罰 

  個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者が行った

(1)の①又は②の行為については、乙に対しても、１億円以下の罰金刑が科せられる。 


